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（１） ○

◆ 製造業事業所調査の調査対象事業所数が毎年大きく変動し
ており、今後の報告者数の動向については実態をよく注視す
ることが望まれる。

ア 調査事項
の見直し（調
査票A）

①

②
③

④

「企業全体の事業活動」で用いる事業活動、生
産物の種類の変更
費用項目に「減価償却費」を追加
費用項目から「営業外費用における支払利息」
を削除
「企業全体の商品売上原価」について、これま
では主業、副業にかかわらず「卸売業、小売業」
を営んでいる企業に対して報告を求めていたと
ころ、主業として「卸売業、小売業」を営んでいる
企業に対して報告を求めるよう変更

◆ 現状、SNA年次推計において利活用されていなくても、今後
利活用するためにはどうすればよいかについて、調査実施者
とユーザー側で今後議論することが必要ではないか。

◆ SNAにおいて利活用されていないため削除、という説明が散
見されるところ、このような発想では、これ以上のＳＮＡの精度
向上は望めなくなってしまうため、ＳＮＡで活用されない理由
について、より詳細に説明いただきたい。

イ 調査事項
の見直し（調
査票B）

①

②

◆ ②のうち調査事項を追加するⅰからⅳまでの部分について
は、報告者にとって回答が困難なものとならないよう、記入の
手引き等で丁寧に説明するなど報告者負担に配慮した工夫
を行い、その上で、次回調査において回答が困難な状況が
見られた場合にあっては、その原因を検証の上、回答方法を
検討していただきたい。例えば、金額での回答が困難な場合
には割合での回答を可とするなどの工夫も考えられるところ
である。

◆ 「年間商品販売額」の削除に伴い用いる代替データについ
て、全体の分析だけではなく、都道府県別及び業態別におい
ても、代替可能であることの確認が必要ではないか。

サービス統計・企業統計部会の審議状況について（報告）
（経済構造実態調査）

変更内容等

部会審議

項 目 審議の状況

最新の「事業所母集団データベース」を用いて
報告者数を見直し

報告者数の変更 ・適当と整理
（報告者数の見直しの内容について確認。従前と同様の報告者
の選定方法を用いて最新の「事業所母集団データベース」を元
に算出したものであることから、了承。
なお、製造業事業所調査の対象事業所数が毎年大きく変動して
おり、これについては、本調査の調査対象事業所は産業大・中・
小・細分類別に売上高の上位９割を達成する範囲のものとして
いるため、個々の事業所の売上高の増減により、その範囲に含
まれる対象事業所数が変動するという構造になっていると考えら
れるところ、その実際の要因等については確認中。）

【委員等からの主な意見】

・引き続き審議
（①から④までについて、それぞれの変更理由を確認。①から③
までは、中間年の推計に使用される基準年の経済センサス-活
動調査（以下「活動調査」という。）に合わせたものであり、いず
れも了承。
④については、国民経済計算（以下「SNA」という。）年次推計

における利活用状況を踏まえた変更であるが、変更理由につい
てさらなる確認を要するため、引き続き、第２回の部会で審議す
ることとなった。）

【委員等からの主な意見】

●

ウ 調査事
項の見直し
（調査票C）

「卸売業、小売業」を主な業務として営んでいる
事業所に対して報告を求めていた「年間商品販
売額」を削除

「本所等の別」を追加

①

②

【委員等からの主な意見】

・引き続き審議
（①及び②について、それぞれ変更理由について確認。①につ
いては更なる確認を要するため、第２回の部会で審議することと
なった。
②についてはプレプリント項目であり、本所等の移転がない限

り報告者負担が発生しないよう配慮されていることから、了承）

【委員等からの主な意見】

「企業全体の売上金額に占める主業の割合」を
追加

事業別費用の内訳項目について以下のとおり
変更。
【産業共通費用項目】
ⅰ「外注費」を「同業者向け」と「同業者向け以
外」に分割

ⅱ「金融手数料」を追加

【産業別費用項目】
（卸売業、小売業）
ⅲ「販売手数料、販売奨励費」を「ECサイトによ
る販売」と「それ以外」に分割

ⅳ「委託生産費（外注加工費）」を追加

（情報サービス、インターネット附随サービス事
業）
ⅴ産業共通項目の「外注費」に加えて、「外注
費（国内）」と「外注費（国外）を把握していた
がこれを取り止め、産業共通項目の「外注費
（同業者向け・同業者向け以外）」で把握

●

・適当と整理
（①及び②について、それぞれ変更理由について確認。これに
ついては、ＳＮＡ年次推計におけるニーズを踏まえた変更であ
り、②ⅴについては更に報告者負担の軽減も踏まえた変更であ
り、いずれも了承。）

●

●

1

調査事項の変更（２）
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変更内容等

部会審議

項 目 審議の状況

①

②

◆ 産業分類格付けの方法については、製造業における商品分
類の種類を旧工業統計調査の分類から生産物分類を基にし
た分類に変更することを踏まえて、経済構造統計として中長
期的に検討することが望まれる。

（３） 調査票の配布対
象の見直し

ア 調査票B
の見直し

○ SNA年次推計の利活用状況や他のデーター整
備状況を踏まえて報告者負担軽減の観点から
一部産業を配布対象外に変更

◆ 配布対象外とする産業ごとに、配布対象外とする理由を分類
すべき。

イ 調査票C
の見直し

○ 調査対象企業と継続的に調査が実施できるよ
う、選定要件を変更するとともに、選定要件に該
当する企業のうち約５０００企業を選定した上
で、原則、次回の活動調査まで調査対象を固定

◆ 回答する企業に対し、変更後の選定基準について丁寧に説
明をすべき。

（４） ○ 本調査のオンライン回答率が８割を超えている
現状を踏まえて、オンライン調査が主な調査方
法であることを明記した記載に変更

●

（５） ○ これまでの調査の回収状況を踏まえ、調査票の
回収期限を６月下旬から７月中旬に延長

●

（６） 集計事項の
変更

○ 調査事項の見直しに伴い集計事項を変更 ●

推計方法の
変更

○ 本調査の対象となっていない推計層の企業・事
業所（産業横断調査は各産業売上高の下位２
割、製造業事業所調査は下位１割）の推計に
「事業所・企業照会」により把握した売上高の
データを活用

●

2 ○ 「支払利息」について、令和４年調査結果の利
活用状況や活動調査の調査事項の検討状況を
踏まえつつ、集計方法等の見直しを行うこと。

●

3 ○ これまでの経済構造実態調査やサービス産業・
非営利団体等調査の実施状況等を踏まえつ
つ、これらの費用項目の整合性の向上について
検討する。

●

※部会日程

・第１回：令和８年４月７日（火）開催
・第２回：令和８年４月20日（月）開催
・第３回：令和８年５月25日（月）開催予定

●

●

集計事項及び推
計方法の変更

調査方法の変更

調査の実施期間の変更

（第２回部会で審議）

（第２回部会で審議）

（第２回部会で審議）

●「製造品出荷額、在庫額等」で用いる商品分類
の種類を、旧工業統計調査の分類から生産物
分類を基にした分類に変更

「主な事業の内容」を追加

本調査に関する第Ⅳ期基本計画
への対応状況

本調査に関する統計委員会諮問
第171号の答申（令和５年６月16日
付け統計委第７号）における「今後
の課題」への対応状況について

【委員等からの主な意見】

・引き続き審議
（一部産業を配布対象外に変更する理由について確認。配布対
象外とする理由について更なる確認を要するため、第２回の部
会で審議することとなった。）

【委員等からの主な意見】

・適当と整理
（調査対象企業の選定要件を変更する理由について確認。企業
調査支援事業のリソースを有効に活用し、結果精度に大きな影
響がある企業との継続的・長期的な関係構築に係る課題に対応
するために取扱いを変更するものであることから、了承）

（第２回部会で審議）

（第２回部会で審議）

（第２回部会で審議）

エ 調査事項
の見直し（製
造業事業所
調査票）

【委員等からの主な意見】

・適当と整理
（①及び②について、それぞれ変更理由について確認。①につ
いては活動調査を過去値として推計に使用していることから、同
調査と調査品目が整合するよう見直しするものであり、了承。
②については事業転換を行った際の産業分類情報を事業所母
集団データベースに的確に反映できるよう追加するものであり、
了承。）
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